
  

 

半
田
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

半
田
市
条
例
第
十
四
号 

半
田
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

半
田
市
水
道
事
業
給
水
条
例
（
平
成
十
年
半
田
市
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
五
条
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
五
条
の
二
を
削
る
。 

第
三
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
号
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に

改
め
る
。 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
五
条
の
ニ
の
改
正
規
定

は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


